
船舶事故調査報告書  

令和３年８月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年１１月７日 １０時１８分ごろ 

発生場所 和歌山県和歌山市加太
か だ

瀬戸 

地
ぢ

ノ島灯台から真方位０６３°６１０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１８.０′ 東経１３５°０３.９′） 

事故の概要  遊漁船虎
とら

丸は、南西進中、また、プレジャーボート美
み よし

丸は、漂泊

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和２年１１月１２日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 遊漁船 虎丸、４.４トン 

２５２－２４６７０和歌山、株式会社ＭＲ３３ 

Ｂ プレジャーボート 美 丸、５トン未満（長さ６.２８ｍ） 

   ２４０－１７６２５大阪、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷中央部外板の破口等 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の末期、潮流 北東流約２ノ

ット 

 事故の経過  Ａ船は、レーダーを装備しておらず、船長Ａが１人で乗り組み、釣

り客１０人を乗せ、ＧＰＳプロッターに入力した釣りのポイントで漂

泊し、潮流に流されながら遊漁を行っていた。 

船長Ａは、潮流により北東方に流され、元の釣りのポイントに戻ろ

うと、左旋回後、ＧＰＳプロッター及び魚群探知機の画面で釣りのポ

イント及び魚影を確認しながら南西進中、ふと船首方に目を向けたと

ころ、至近にＢ船を認め、直ちに主機を中立運転として右舵を取った

ものの、Ａ船は、船首部がＢ船の右舷中央部に衝突した。 

船長Ａは、潮流に流されながら釣りを行っていた間、周囲に他船を

見掛けなかったので、元の釣りのポイントに戻る際も前路に他船はい

ないと思い、ＧＰＳプロッター等の画面のみを確認していた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、釣り場を移

動しながら釣りを行っていた。 

船長Ｂは、主機関を停止して船首を西方に向け、後部甲板で釣りを

行っていたところ、右舷方にＢ船に向かって航行するＡ船を認めた



が、Ａ船が漂泊中のＢ船を避けてくれると思い、時折Ａ船を目視で確

認しながら漂泊して釣りを続けた。 

船長Ｂは、その後、Ａ船が避航の気配がないまま接近し、衝突の危

険を感じ、Ａ船に向かって大声で叫んだものの、両船が衝突した。 

Ｂ船は、汽笛が装備されていた。 

分析 

 

 Ａ船は、潮流に流され、元の釣りのポイントに戻ろうと南西進中、

船長Ａが、前路に他船はいないと思い込み、ＧＰＳプロッター等の画

面で釣りのポイント等を確認しながら航行を続けたことから、前路で

漂泊中のＢ船に気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、潮流に流されながら釣りを行う間、周囲に他船を見掛け

なかったことから、元の釣りのポイントに戻る際も前路に他船はいな

いと思い込んでいたものと考えられる。 

 Ｂ船は、釣りを行いながら漂泊中、船長Ｂが、Ｂ船に向かって航行

するＡ船を認めた際、Ａ船が漂泊中のＢ船を避けてくれると予期し、

漂泊を続けたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が南西進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、前路に他船

はいないと思い込み、ＧＰＳプロッター等の画面で釣りのポイント等

を確認しながら航行を続け、また、船長Ｂが、Ａ船が漂泊中のＢ船を

避けてくれると予期し、漂泊を続けたため、両船が衝突したものと考

えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、釣りのポイントに向けて航行中、ＧＰＳプロッターや魚

群探知機の画面で同ポイントや魚影の確認のみを行うことなく、

周囲の適切な見張りを行うこと。 

・船長は、漂泊して潮流に流されながら釣りを行う間、周囲の海域

に他船を見掛けなかった場合でも、その後、当該海域を航行する

際、他船はいないと思い込まないこと。 

 ・船長は、漂泊中、自船に向かって航行する他船を認めた場合、漂

泊中の自船を他船が避けてくれると予断を持たず、十分余裕のあ

る時期に、汽笛等によって注意を喚起するほか、必要に応じ、船

体を移動させて衝突を避ける動作をとること。 

 


